
テ ク ノ フ ロ ン テ ィ ア 伊 丹 入 居 支 援 及 び 市 内 定 着 支 援 事 業

補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 独 立 行 政 法 人 中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 （ 以 下 「

中 小 機 構 」 と い う 。 ） の 試 作 開 発 型 事 業 促 進 施 設 テ ク ノ フ ロ ン テ

ィ ア 伊 丹 （ 以 下 「 テ ク ノ 伊 丹 」 と い う 。 ） に 入 居 し て 試 作 開 発 等

の 事 業 を 行 う 事 業 者 （ 以 下 「 テ ク ノ 伊 丹 入 居 事 業 者 」 と い う 。 ）

及 び テ ク ノ 伊 丹 を 退 去 し て 市 内 で 事 業 を 行 う 事 業 者 （ 以 下 「 市 内

定 着 事 業 者 」 と い う 。 ） に 対 し ， 必 要 な 支 援 を 行 う こ と に よ り ，

本 市 の 産 業 の 基 盤 強 化 と 持 続 的 な 発 展 及 び 市 民 の 雇 用 機 会 の 創 出

に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 に 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  新 事 業 所  市 内 定 着 事 業 者 が テ ク ノ 伊 丹 を 退 去 し て 移 転 す る

市 内 の 新 た な 事 業 所 を い う 。  

⑵  常 用 従 業 員  次 に 掲 げ る 要 件 の す べ て に 該 当 す る 者 を い う 。

ア  雇 用 保 険 法 （ 昭 和 ４ ９ 年 法 律 第 １ １ ６ 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 に

規 定 す る 被 保 険 者 と し て ， 期 間 の 定 め の な い 労 働 契 約 に よ り 雇

用 さ れ て い る 者  

イ  伊 丹 市 内 に 居 住 す る 者  

ウ  新 事 業 所 に お い て 事 業 を 開 始 し た 日 か ら １ 年 以 上 継 続 し て

事 業 に 従 事 し た 者  

（ 補 助 の 対 象 者 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に よ る 補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と の で き る 者 は ，

テ ク ノ 伊 丹 入 居 事 業 者 又 は 市 内 定 着 事 業 者 で あ っ て ， 次 の 各 号 の

い ず れ に も 該 当 す る 者 （ 以 下 「 対 象 事 業 者 」 と い う 。 ） と す る 。  

⑴  中 小 企 業 基 本 法 （ 昭 和 ３ ８ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項

に 規 定 す る 中 小 企 業 者 で あ る 者  



⑵  納 期 が 到 来 し て い る 市 税 に 未 納 ， 滞 納 又 は 未 申 告 が な い 者  

⑶  テ ク ノ 伊 丹 の 賃 料 の 滞 納 が な い 者  

⑷  テ ク ノ 伊 丹 入 居 事 業 者 に あ っ て は ， 次 の い ず れ に も 該 当 す る

者  

ア  平 成 ３ ０ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で に 入 居 し た 者  

イ  テ ク ノ 伊 丹 入 居 事 業 者 が テ ク ノ 伊 丹 に お い て 行 う 設 備 投 資

に つ い て ， 伊 丹 市 企 業 立 地 支 援 条 例 （ 平 成 ２ ０ 年 伊 丹 市 条 例

第 ４ ７ 号 ） 第 ７ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 企 業 立 地 計 画 の 認 定 を 受

け て い な い 者  

⑸  市 内 定 着 事 業 者 に あ っ て は ， 次 の い ず れ に も 該 当 す る 者  

ア  テ ク ノ 伊 丹 退 去 後 ， 退 去 し た 月 の 翌 月 か ら 起 算 し て ６ 月 以

内 に 事 業 を 開 始 し た 者  

イ  新 事 業 所 の 整 備 に つ い て ， 伊 丹 市 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け

る 固 定 資 産 税 の 税 率 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ２ ８ 年 伊 丹 市

条 例 第 ８ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 税 率 の 特 例 を 受 け て い

な い 者  

ウ  新 事 業 所 の 整 備 に つ い て ， 伊 丹 市 企 業 立 地 支 援 条 例 第 ７ 条

第 ３ 項 に 規 定 す る 企 業 立 地 計 画 の 認 定 を 受 け て い な い 者  

エ  新 事 業 所 の 整 備 に つ い て ， 伊 丹 市 地 方 活 力 向 上 地 域 本 社 機

能 移 転 ・ 拡 充 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 第 ３ 条 各 号 に 規 定 す る

補 助 金 の 交 付 を 受 け て い な い 者  

（ 補 助 金 の 区 分 及 び 額 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 額 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 補 助 金 の 区 分 に 応 じ ， 当

該 各 号 に 掲 げ る 額 と す る 。  

⑴  テ ク ノ 伊 丹 賃 料 補 助 金  事 業 者 が テ ク ノ 伊 丹 に 入 居 し た 後 ，

中 小 機 構 に 支 払 っ た 月 額 賃 料 （ 消 費 税 を 除 く 。 ） の １ ０ 分 の １

に 相 当 す る 額 。 た だ し ， 当 初 の ６ ０ 月 又 は 当 初 か ら 平 成 ３ １ 年

５ 月 ３ １ 日 ま で の 期 間 を 限 度 と す る 。  

⑵  設 備 投 資 補 助 金  市 内 定 着 事 業 者 が 新 事 業 所 に お い て 行 っ た

設 備 投 資 に つ い て ， １ の 年 度 に お い て 納 付 し た 償 却 資 産 （ 地 税



法 第 ３ ４ ０ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る も の で ， 第 ５ 条 の 市 内 移 転 計 画

書 提 出 後 か つ ， 新 事 業 所 に お い て 事 業 を 開 始 し た 日 か ら １ 年 以

内 に 新 規 取 得 し た も の に 限 る 。 ） に 係 る 固 定 資 産 税 の 税 額 の 合

計 額 の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額 （ そ の 額 に １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端

数 が 生 じ た と き は ， こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ） 。 た だ し ，

新 事 業 所 に お い て 事 業 を 開 始 し た 日 以 降 ， 最 初 に 固 定 資 産 税 を

課 さ れ る 年 度 か ら 起 算 し て ３ 年 度 間 を 上 限 と す る 。  

⑶  雇 用 促 進 補 助 金  市 内 定 着 事 業 者 が ， 新 事 業 所 に お い て 事 業

を 行 う た め に ， 市 内 移 転 計 画 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 提 出 し た 日 か

ら 新 事 業 所 に お い て 事 業 を 開 始 す る 日 ま で の 間 に 新 規 雇 用 し た

常 用 従 業 員 の 数 に ２ ０ 万 円 を 乗 じ て 得 た 額 （ １ ， ０ ０ ０ 万 円 を

限 度 と す る 。 ）  

⑷  移 転 費 用 補 助 金  市 内 定 着 事 業 者 が ， 新 事 業 所 に お い て 事 業

を 行 う た め に ， テ ク ノ 伊 丹 か ら 新 事 業 所 へ の 移 転 に 要 し た 費 用

の う ち ， 次 に 掲 げ る 費 用 の 合 計 額 の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額 （ そ

の 額 に １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は ， こ れ を 切 り 捨

て る も の と し ， ２ ５ 万 円 を 限 度 と す る 。 ）  

ア  テ ク ノ 伊 丹 の 原 状 回 復 費 用  

イ  テ ク ノ 伊 丹 に 設 置 し て い た 設 備 及 び 機 械 器 具 等 の 撤 去 ・ 運

送 費 用  

ウ  新 事 業 所 の 内 装 工 事 費 用  

エ  新 事 業 所 に 設 置 す る 設 備 及 び 機 械 器 具 等 の 設 置 費 用  

（ 市 内 移 転 計 画 の 届 出 ）  

第 ５ 条  市 内 定 着 事 業 者 は ， 新 事 業 所 に お い て 事 業 を 開 始 す る ま で

に ， 市 内 移 転 計 画 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

（ 新 事 業 所 開 始 届 ）  

第 ６ 条  市 内 定 着 事 業 者 は ， 新 事 業 所 に お い て 事 業 を 開 始 し た と き

は 新 事 業 所 開 始 届 （ 様 式 第 ２ 号 ） に 必 要 書 類 を 添 え て ， 市 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  



（ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ７ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 対 象 事 業 者 （ 以 下 「 交 付 申

請 者 」 と い う 。 ） は ， 第 ４ 条 各 号 に 掲 げ る 補 助 金 の 区 分 に 応 じ ，

次 の 各 号 に 掲 げ る 時 期 ま で に ， テ ク ノ フ ロ ン テ ィ ア 伊 丹 入 居 支 援

及 び 市 内 定 着 支 援 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に 必 要 な

書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  テ ク ノ 伊 丹 賃 料 補 助 金  各 年 度 ご と に ３ 月 末 日 ま で と し ,年  

度 途 中 に テ ク ノ 伊 丹 を 退 去 し た 場 合 は ,事 業 終 了 後 １ か 月 間  

 ⑵  設 備 投 資 補 助 金  各 年 度 ご と に ３ 月 末 日  

 ⑶  雇 用 促 進 補 助 金  当 該 年 度 の ３ 月 末 日  

 ⑷  移 転 費 用 補 助 金  新 事 業 所 に お い て 事 業 を 開 始 し た 日 か ら １  

か 月 間   

（ 補 助 金 の 交 付 決 定 ）  

第 ８ 条  市 長 は ， 前 条 の 申 請 が あ っ た と き は ， 交 付 の 可 否 を 決 定 し ，

テ ク ノ フ ロ ン テ ィ ア 伊 丹 入 居 支 援 及 び 市 内 定 着 支 援 事 業 補 助 金 交

付 可 否 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り ， 当 該 交 付 申 請 者 に 通 知

す る も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 請 求 ）  

第 ９ 条  前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 交

付 対 象 者 」 と い う 。 ） は ， 速 や か に ， テ ク ノ フ ロ ン テ ィ ア 伊 丹 入

居 支 援 及 び 市 内 定 着 支 援 事 業 補 助 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に

必 要 な 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 補 助 金 の 交 付 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は ， 前 条 の 請 求 が あ っ た と き は ， 当 該 交 付 対 象 者 に

補 助 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

（ 交 付 の 取 消 し 等 ）  

第 １ １ 条  市 長 は ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き は ，

補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

⑴  第 ３ 条 に 規 定 さ れ る 要 件 を 満 た さ な く な っ た と き 。  

⑵  事 業 が 廃 止 さ れ ， 又 は 正 当 な 理 由 な く 長 期 に わ た り 休 止 さ れ



た と き 。  

⑶  偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た と

き 。  

⑷  そ の 他 こ の 要 綱 に 違 反 し た と き 。  

（ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消

し た 場 合 に お い て ， 当 該 取 消 し に 係 る 部 分 に 関 し 既 に 補 助 金 が 交

付 さ れ て い る 場 合 は ， そ の 返 還 を 命 じ る こ と が で き る 。  

（ 承 継 ）  

第 １ ３ 条  第 ３ 条 に 規 定 す る 対 象 事 業 者 か ら ， 相 続 ， 事 業 譲 渡 ， 合

併 ， 分 割 そ の 他 の 事 由 に よ り 新 事 業 所 に お い て 実 施 さ れ て い る 事

業 を 承 継 し た 者 は ， 当 該 対 象 事 業 者 の 地 位 を 承 継 す る こ と が で き

る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 第 ６ 条 に 規 定 す る 新 事 業 所 開 始 届 を 提 出 し た

事 業 者 （ 以 下 「 新 事 業 所 開 始 事 業 者 」 と い う 。 ） の 地 位 を 承 継 し

た 者 は ， 新 事 業 所 の 権 利 を 取 得 し た 日 か ら ３ ０ 日 以 内 に ， そ の 事

実 を 証 す る 書 面 を 添 え て ， そ の 旨 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な

い 。  

（ 新 事 業 所 開 始 事 業 者 の 責 務 ）  

第 １ ４ 条  新 事 業 所 開 始 事 業 者 は ， 新 事 業 所 で の 事 業 開 始 日 か ら 少

な く と も １ ０ 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 ， 新 事 業 所 で 事 業 を 継 続 す

る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  新 事 業 所 開 始 事 業 者 は ， 新 事 業 所 に お い て 従 業 員 を 雇 用 し よ う

と す る と き は ， 市 内 に 住 所 を 有 す る 者 を 雇 用 す る よ う 努 め な け れ

ば な ら な い 。  

３  新 事 業 所 開 始 事 業 者 は ， 市 が 行 う 地 域 経 済 の 発 展 に 関 す る 施 策

に 協 力 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 報 告 及 び 調 査 ）  

第 １ ５ 条  市 長 は ， こ の 要 綱 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て ， 新 事 業

所 開 始 事 業 者 に 対 し 報 告 を 求 め ， 又 は 当 該 職 員 を 新 事 業 所 に 立 ち



入 ら せ 調 査 さ せ る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 新 事 業 所 に 立 ち 入 ろ う と す る 職 員 は ， そ の 身

分 を 示 す 証 明 書 を 携 帯 し ， 関 係 人 の 請 求 が あ っ た と き は ， こ れ を

提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 細 則 ）  

第 １ ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必

要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

付  則  

（ 施 行 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は ， 令 和 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り ， そ の 効 力 を 失 う 。  

   付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ８ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ３ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ５ 年 ３ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


